
  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 被害情報の取扱に係る事務 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 
災害対策基本法に基づき、災害発生時の被害状況を市町

村等から収集し、内閣総理大臣に報告するため。 

記録項目 
１氏名、２本籍・国籍、３住所、４生年月日、５性別、

６被害状況 

記録範囲 災害による被災者 

記録情報の収集方法 他の官公庁、市町村からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 総務省消防庁、市町村 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 安否不明者リスト 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 

①安否不明者リストの公表により、本人やその関係者に

よる安否情報の提供を促し、安否不明者の総数を絞り込

むことで、対象を明確にした救出救助活動につなげる。 

②安否不明者に係る情報を他の地方公共団体と共有す

る。 

記録項目 

安否不明者に係る情報のうち、以下の全部または一部。 

①氏名、②住所（大字まで）、③性別、④年齢、 

⑤被災状況 

記録範囲 
安否不明者（災害により所在不明となったと考えられ、

連絡のとれない者） 

記録情報の収集方法 市町村等関係機関からの情報提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 報道機関、地方公共団体 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 なし   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 防災用ドローン操縦者名簿 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 
防災用ドローンの飛行に伴う航空法の許可・承認申請に

操縦者個人の情報が必要なため。 

記録項目 
１氏名（フリガナ）、２電話番号、３メールアドレス、

４住所 

記録範囲 操縦者 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 国土交通省 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 情報連絡員名簿 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 情報連絡員の派遣等に必要な連絡先を把握するため 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５メールアドレ

ス、６職員コード、７交通手段 

記録範囲 情報連絡員 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 借用協定書 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 
防災行政無線施設設置に必要な敷地を確保し、適正な運

用を図るため 

記録項目 １氏名、２所在地、３地積、４賃貸借料 

記録範囲 賃貸人 

記録情報の収集方法 契約書の締結 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  
  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 従事者選（解）任届 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 
勤務時間外の防災行政無線県庁統制局における業務を委

託し、適正な運営を図るため 

記録項目 １氏名、２年齢、３保有資格 

記録範囲 業務従事者 

記録情報の収集方法 受注者から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  
  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消防救急無線従事者選（解）任届 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 千葉県消防救急無線の無線従事者の選解任を行うため 

記録項目 
１所属、２氏名、３無線従事者資格名、４無線従事者免

許証番号 

記録範囲 業務従事者 

記録情報の収集方法 消防本部（局）から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 総務省関東総合通信局 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  
  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 消防救急無線通信責任者等現況報告事務 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 
消防救急無線局の通信責任者等を定め、無線局の適正な

運営を図る 

記録項目 
１所属、２職名、３氏名、４無線従事者資格名、５無線

従事者免許証番号 

記録範囲 消防救急無線局の通信責任者 

記録情報の収集方法 消防本部（局）から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 － 

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 通信責任者等現況報告事務 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 
防災行政無線局の通信責任者を定め、無線局の適正な運

用を図るため 

記録項目 
１所属、２職名、３氏名、４無線従事者資格名、５無線

従事者免許証番号 

記録範囲 防災行政無線局の通信責任者 

記録情報の収集方法 県出先機関、市町村、消防、防災関係機関から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  
  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 無線従事者選（解）任届 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
防災危機管理部防災対策課 

個人情報ファイル等の利用目的 千葉県防災行政無線の無線従事者の選解任を行うため 

記録項目 
１所属、２氏名、３無線従事者資格名、４無線従事者免

許証番号 

記録範囲 業務従事者 

記録情報の収集方法 県職員、受注者から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 総務省関東総合通信局 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  

 


